
�愛媛県告示第７１３号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７１４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 今治西部地区 平成２５年３月１５日

発 行 愛 媛 県
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告 示

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

株式会社いよぎんコンピュータサービス 愛媛県松山市高砂町二丁目２番５号
自動車税（普通徴収のものに限る。）に
係る徴収金（以下「徴収金」という。）
の収納事務の取りまとめ

平成２６年４月１日から

平成２９年３月３１日

地銀ネットワークサービス株式会社 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番３号 同上 同上

国分グローサーズチェーン株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１番１号 直営店舗及び加盟店舗における徴収金の
収納事務 同上

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４号 同上 同上

株式会社ココストアイースト 茨城県土浦市小松二丁目１３番１号 同上 同上

株式会社サークルＫサンクス 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 同上 同上

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 同上 同上

株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地 同上 同上

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地 同上 同上

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 同上 同上

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 同上 同上

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５
番地の１ 同上 同上

ミニストップ株式会社 東京都千代田区神田錦町１丁目１番地 同上 同上

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 同上 同上

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 同上 同上

毎週（火・金）曜日発行 第２５７６号 平成２６年６月３日
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�愛媛県告示第７１５号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

大洲市肱川町大谷１５４２の２、１５７３の１から１５７３の３まで、１５７３

の７

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

大洲市肱川町山鳥坂５２１５から５２１９まで、５２２１から５２３５まで、

５２４４、５２５７、５２５８、５６２１、５６２４、５６２７から５６２９まで、５６３２、肱

川町中津１４４３の１、肱川町中居谷９２６の１、９３１、肱川町名荷谷

１６６９、１６７１、１６７２の１、１６７８、肱川町大谷８０５、９１６、９１７、９１８

の１から９１８の４まで、９１９、９２９、９３０、９３１の１、９３１の２、９３２、

９３３、９３４の１から９３４の３まで、９３５、９３７、９３８、１４１５、１４１６、

１４１８、１４４０から１４４３まで、１４４４の１、１４４７の１、肱川町宇和川

４０８８、河辺町山鳥坂４３３の１から４３３の５まで、河辺町川上１１１６、

１１３８から１１４１まで、１１４７、１１４８、喜多郡内子町本川７６５、７６６、

１３５８、１３５９、１３６８から１３７０まで、立石２１１５の１、２１１９から２１２１

まで、２１２７、２１２８の１、２１２８の２、２１２９から２１３１まで、２１３３か

ら２１５０まで、２１５１の１、２１５１の２、２１５３、２１５７、２１５８、２２１５、

２８０９、２８５６、２８６２、臼杵３４８６の１、３４９１の１、３４９８から３５０４ま

で、３５１１の２、３５１２、３５１３の１から３５１３の４まで、３５１４、３５１５

の１、３５１６の１、上川１９２３、１９２６、２６６３から２６６５まで、２６６６の

１、２６６６の２、２６８５、３０１６、３０１７、３０３９から３０４１まで、３０４９、

４４３８から４４４０まで、４４４４、４４４５、４４４５の２、４４９２、４４９４、中川

２２８８、２２９０、２２９１、２２９３、２２９２の１、２２９４の１、３３１０、３３１１、

３３１５の２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７１６号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和６１年６月５日農林水産省告示第８５２号（二に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７１７号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和６１年６月２日農林水産省告示第８２１号（二に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７１８号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和５８年５月９日農林水産省告示第６１４号（九に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

愛 媛 県 報平成２６年６月３日 第２５７６号

４６４



市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７１９号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和５７年１０月２３日農林水産省告示第１６８１号（四に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（レベル２，５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２６年６月９日から

平成２７年３月３１日まで

３ 作業地域 南宇和郡愛南町内一部地域

�������
�愛媛県告示第７２１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（レベル１，０００地形図作成）

２ 作業期間 平成２５年５月１５日から

平成２６年３月３１日まで

３ 作業地域 南宇和郡愛南町内一部地域

�������
�愛媛県告示第７２２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（規成図数値化）

２ 作業期間 平成２５年１１月８日から

平成２６年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市域

�愛媛県告示第７２３号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

平成２６年６月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

名 称 位 置

�～� 省略

� 株式会社みずほ銀行

�～� 省略

東京都千代田区大手町一丁目５番

５号

� 省略

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

名 称 位 置

�～� 省略

� 株式会社みずほ銀行

�～� 省略

東京都千代田区丸の内一丁目３番

３号

� 省略

改 正 後 改 正 前

��������������

愛 媛 県 報平成２６年６月３日 第２５７６号

４６５



�愛媛県告示第７２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年６月３日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第７２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大久保山土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２６年６月３日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 淺 岡 洋 司 南宇和郡愛南町緑乙２５９２

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第５号

平成２６年５月２２日
東温市志津川字片山甲１０番１、甲１１番１

松山市東石井六丁目３番３４号

シャーメゾン東石井１０２号

水 田 宗 良

平成２６年６月３日 発行

愛 媛 県 報平成２６年６月３日 第２５７６号

４６６


